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ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊【現改比較表】(オープンコンピュータ通信網サービス(第2種オープンコンピュータ)通信網サービスに限ります。) 

2023年３月１日現在 
～2023年２月28日 2023年３月１日～ 

 

 

目次（略） 

第１章～第８章（略） 

別記 

１ 第２種オープンコンピュータ通信網サービスに係る移動無線装置の提供 

（１）～（１２）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

２～５（略） 

 

料金表（略） 

 

目次（略） 

第１章～第８章（略） 

別記（略） 

１ 第２種オープンコンピュータ通信網サービスに係る移動無線装置の提供 

（１）～（12）（略） 

（13）（４）の場合において、令和５年３月16日以降、タイプ６－３のコース１に係る第２種

契約者は、当社に対し、移動無線装置の補充、修繕等の請求はできません。 

（14）当社は、令和５年３月31日時点でタイプ６－３のコース１に係る第２種契約者である者

に対し、令和５年４月１日を以て、移動無線装置を無償譲渡し、別記（１）～（12）の規定は

適用されないものとします。無償譲渡後は、利用者の責任において移動無線装置を使用、ある

いは、廃棄等を行うものとし、当社は移動無線装置に関し責任を負いません。 

 

２～５（略） 

 

料金表（略） 

 


